
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ＡＥＤの設置者が行う日常点検等について 

  ＡＥＤは、薬事法に規定されており、適切
な管理が行われなければ、人の生命及び
健康に重大な影響を与えるおそれがある医
療機器です。 
  AED の適切な管理をお願いします。 

日常点検のポイント 

 １．ＡＥＤ本体のインジケータのランプの色や表示により、 
正常に使用可能な状態を示していることを確認してください。 

 ２．電極パッドやバッテリの交換時期を日頃から把握し、 
交換を適切に実施して下さい。 

AED の設置情報登録について 

noi の設置情報登録について 

Setti  

  AED が使われる機会を増やし、救命率を向上させることを目的に
設置者及び設置管理者の御協力のもと日本救急医療財団では
AED マップを作成しています。 

未登録又は変更した場合には、製造販売業者等を通じて登録を
お願いします。 
 
  ＡＥＤ設置場所検索（財団法人日本救急医療財団ホームページ） 
  ＵＲＬ  https://qqzaidan.jp/ 
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